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次の災害から大切な命を守る 

防災マニュアル 

マンションですぐに使える！ 

草津市 

マンション自主防災組織検討用資料 
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○○マンション防災マニュアル 

 

１ 防災マニュアル作成の目的（なぜ必要か？） 

・ わたしのマンションは頑丈だから大丈夫！と思っていませんか？耐震性、耐火性に優れたマ

ンションでも、「不意の地震に不断の用意」が必要です。 

・ 大地震発生！ ①身の安全を確保、②火の始末、③出入り口の確保・・・・・。あなたやあ

なたの家族、マンションに住む人たち一人ひとりが、適切な行動をとれますか。？ 

・ この防災マニュアルは、平常時の防災対策や災害時の行動指針をあらかじめ作成し、マンシ

ョンにお住まいの皆さまでお互いに協力して、次の災害から大切な命を守り、混乱や被害を軽

減するものです。 

～防災マニュアルを作成する前に～ 

 ・ マンションの耐震強度の確認 

 ・ マンションの消防・防災設備等（耐震ドア・エレベーター・電気設備・給排水設備を含む。） 

  の確認 

 ・ 防災に関するアンケート調査・意見交換等により、課題（心配していること。）を抽出 

 ・ 防災マニュアルを作成する組織・メンバーの決定 

 

 

２ マンションにおける自助・共助 

このマンションでは、自助・共助の役割分担を次表のとおりとします。防災の基本は、「自助」

です。まずは、各家庭での防災対策を確実に実施してください。 

区分 自助：家庭（住戸） 
共助：マンション 

     （管理組合・町内会） 

平

常

時 

家具等の固定・ガラスの飛散防止 ●  

水・食料・トイレ等の備蓄 ●  

家族での話し合い ●  

防災計画（マニュアル）作成  ● 

自主防災組織の設置・運営  ● 

防災訓練等の実施  ● 

助け合える仲間づくり  ● 

地

震

発

生

時 

身の安全確保・初期消火・出入口確保 ●  

安否確認カード掲出・一次集合場所避難 ●  

安否確認     ●（家族）      ●（居住者） 

災害対策本部設置  ● 

閉じ込め者救出・救護  ● 

要援護者避難支援  ● 

情報収集  ● 

建物・設備点検  ● 

情報周知  ● 
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50.0%

16.7%

33.3%

割れたガラス・
食器類 

タンス上等から
の落下物 

転倒した家具類
の下敷き 

マンションに居住する熊本市民に対する

アンケート調査結果より 

家具等の固定・ガラスの飛散防止（自助：各家庭での備え） 

 

マンションでは、転倒した家具の下敷きになったり、割れたガラス・食器でけがをした人が多く

います。こうしたことを防ぐために、各家庭で家具の転倒防止及びガラスの飛散防止フィルムの貼

付等を徹底しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家具類の

転倒等

40.0%

揺れによる

本人転倒

20.0%

片付け中に

負傷

20.0%

その他

6.7%

回答なし

13.3%

参考 高層マンションにおける負傷要因



3 

 

水・食料・トイレ等の備蓄（自助：各家庭での備え） 
 

大地震発生後のライフラインの遮断に備えて、まずは、➊飲料水、➋食料、➌簡易トイレを最低

３日分（推奨７日分）各家庭で備蓄しましょう。 

さらに、ガスコンロ、懐中電灯、ラジオのほか、家族で被災生活をイメージして話し合い、家族

構成（乳幼児・高齢者等）に応じて、必要なものを備えておきましょう。 

 

➊ 飲料水            ➋ 食 料           ➌ トイレ 

 

 

 

 

 

 

＋ 
 

 

 

 

 

                                               etc 

 

備蓄品リスト（家庭） 

№ 品名 数量 備蓄した日 有効期限 備考 

      

      

      

      

 

持ち出し品リスト（家庭） 

№ 品名 数量 準備した日 有効期限 備考 
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家族での話し合い（自助：各家庭での備え） 

 

 大地震に備えて、連絡（安否確認）方法、備蓄品、その他の防災対策について、日頃から家族で

話し合っておきましょう。 
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2015.1草津市防災アセスメント調査より 

・閉じこめ者救出 
・けが人救護 
・搬送 
 

・初期消火 
・要援護者支援 
・防火・防犯見回り 
 

・排水制限 
・ゴミ出し制限 
・給水活動 
 

・建物設備の点検 
・ＥＶ使用制限 
・照明対策 
・専門業者連絡 

・安否確認 
・要援護者支援 
・情報収集、周知 
 

復旧までの日数 

電 気  ７日 

上水道 ６０日 

マンション災害対策本部の設置（共助：マンションでの備え） 

 

 

１ 地震の規模 

震度 6弱以上の大地震が発生したとき 

災害対策本部を設置します。 

 

２ 被害想定 

ライフライン（電気・水道・ガス・下水 

道・エレベーター）が停止 

   

 

 

                     

                    

 

 

 

 

 

 

３ マンション災害対策本部の一例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 発災直後は、人命救助を最優先に各班及び居住者が協力して活動します。日中等で班員が不足する場合は、マ

ンションにいる人で役割を分担して活動します。 

 マンションの規模等に応じて、階層別に担当（各班）を配置します。 

災害対策本部 
本 部 長 
副本部長 

情報班 救出救護班 消火班 衛生班 設備班 
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大規模地震発生（震度６弱以上）後の流れ 

 １ 災害対策本部員は、速やかに災害対策本部（管理人室）に参集する。 

 ２ 災害対策本部員は、参集途上の被害状況等を本部長に報告する。 

 ３ 本部長は、災害対策本部員の不足人数を確認する。 

 ４ 本部長は、災害対策本部員に不足が生じた場合、マンション在住者に協力を要請する。 

 ５ 本部長は、各班に初動対応を指示する。（本部員の安全確保と人命救助を最優先） 

６ 各班長は、本部長に適宜、活動状況等を報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○マンション災害対策本部名簿 

役職 氏名 部屋番号 

本 部 長   

副本部長   

〃   

〃   

救出救護班 班 長   

〃   副班長   

〃   副班長   

〃   班 員   

〃   班 員   

〃   班 員   

消 火 班 班 長   

〃   副班長   

〃   副班長   

〃   班 員   

〃   班 員   

〃   班 員   

衛 生 班 班 長   

〃   副班長   

〃   副班長   

〃   班 員   

〃   班 員   

〃   班 員   

設 備 班 班 長   

〃   副班長   

〃   副班長   

〃   班 員   

〃   班 員   

〃   班 員   

情 報 班 班 長   

〃   副班長   

〃   副班長   

〃   班 員   

  〃   班 員   

〃   班 員   
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大地震発生後の活動（役割分担） 

1 発生直後から1日目 
個人 

家庭 
本部 情報班 

救出 

救護班 
消火班 衛生班 設備班 

 身の安全の確保 ○       

火の始末（初期消火） ○       

出入口の確保 ○       

閉じ込め時の救助要請 ○       

家族の安否確認 ○       

災害情報の収集 ○       

一次集合場所へ避難 ○       

災害対策本部の設置  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

居住者の安否確認   ○     

救出救護・搬送    ○    

初期消火     ○   

要援護者の避難支援   ○     

建物・設備の点検       ○ 

集会室等の開放  ○      

自炊準備 ○       

照明対策 ○      ○ 

トイレ対策 ○     ○  

情報交換  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

入居者への情報周知   ○     

2 地震発生2日目から3日目 
個人 

家庭 
本部 情報班 

救出 

救護班 
消火班 衛生班 設備班 

 各班の体制・役割確認  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

専門業者への連絡       ○ 

復旧時期等の周知   ○     

入居者の所在確認・把握   ○     

防火・防犯見回り     ○   

情報交換  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

入居者への周知   ○     

近隣との連携  ○      

3 地震発生から4日目以降 
個人 

家庭 
本部 情報班 

救出 

救護班 
消火班 衛生班 設備班 

 各班の体制・役割確認  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

生活用水・物資の調達     ○   

要援護者の生活実態把握   ○     

ゴミ出し対策      ○  

情報交換  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

入居者への周知   ○     

近隣との連携  ○      
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マンション防災訓練の一例 

 

 

 

１ 一般的な消防訓練 

（１）通報訓練 

（２）消火訓練（消火器・屋内消火栓設備・移動式粉末消火設備） 

（３）避難訓練（階段・バルコニー隔壁板蹴破り訓練・避難器具(避難ハッチ・緩降機降下訓練)） 

 

２ 救出・救護・搬送訓練 

（１）安否確認訓練 

（２）救助資機材取扱訓練 

（３）階段昇降機取扱訓練 

（４）ＥＶ救出訓練 

（５）ＥＶ椅子（防災対応）の取扱訓練 

（６）住戸進入訓練（バルコニー） 

（７）災害時要援護者救出訓練 

（８）普通救命講習（ＡＥＤ） 

（９）担架搬送訓練・飲料水搬送訓練・ 

資機材搬送訓練 

 

３ 炊き出し訓練 

（１）カセットコンロ調理訓練（湯煎 

調理等） 

（２）餅つき訓練 

（３）バーベキュー訓練  

 

４ その他 

（１）災害図上訓練ＤＩＧ 

（２）防災マンション歩き（消防・防災 

設備確認） 

（３）建物・設備の損傷状況確認訓練 

（４）家具転倒防止器具等取付訓練 

（５）ガラス飛散防止フィルム貼付訓練 

（６）起震車体験訓練 

（７）煙中体験訓練 

（８）仮設・マンホールトイレ組立訓練 

（９）夜間訓練 
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安否確認 

 

大地震が発生した場合、マンションではけが人や閉じ込め者が発生する可能性があります。 

 

 揺れがおさまったら、「すぐに避難」ではなく、家族の安否、ご近所の安否、同一フロアの居住者

の安否、マンション内の居住者の安否の確認を行い、けが人や閉じ込め者の状況を早期に把握しま

しょう。 

 

1 安否確認方法 

□ エントランス又はエレベーターホールに集合し、 

 安否確認カードを提出します。 

□ エントランス等に行けない場合、安否確認シート 

 を玄関扉に貼付し、情報班の担当者が各住戸を訪問 

 して確認します。 

□ 安否確認シートを集計表に記入します。 

 

2  安否不明の住戸がある場合 

□ 情報班の担当者が安否不明住戸を訪問し、安否確 

認を実施します。 

□ 安否確認ができた場合、安否確認シートを回収 

します。 

□ 安否確認ができなかった場合、連絡依頼票を玄関 

扉に貼付します。 

 

3 けが人、閉じ込め者を発見した場合 

□ 災害対策本部の救出救護班に救助を要請します。 
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救出救護活動 

 

住戸やエレベーター内に閉じ込められた人がいる

場合の救出方法は、次のとおりとします。 

 

1 住戸内で閉じ込め者が発生した場合 

□ バール、ハンマー等の救助工具で玄関扉をこじ開 

 けて救出します。 

□ バルコニー隔壁板又は避難ハッチを利用して、住 

戸内に進入し、救出します。 

  この場合、安易な破壊は極力避けましょう。 

 

 

2 エレベーター内で閉じ込め者が発生した場合 

□ エレベーターの保守会社又は消防署に連絡し、救 

 助を要請します。 

□ 保守会社や消防署が到着するまでの間、閉じ込め 

者に状況等を伝えます。 

 

□ 万一に備えて、エレベーターの保守会社と調整し、 

 エレベーター閉じ込め救出訓練を実施します。 

 

 

3 その他 

□ エレベーターに地震の初動（Ｐ波）を感知すると最寄りの階に停止させる地震時管制運転装置

の取り付けを検討しましょう。 

□ 飲料水や簡易トイレが入ったエレベーター用防災セットを設置しましょう。 
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衛生管理 

 

大地震発生後、マンション内の排水制限、一般ゴミの搬出及び簡易トイレ（凝固剤）の保管等に

ついては、次のとおりとします。 

 

1 マンション内の排水制限 

 震度６弱以上の地震が発生、停電又は断水が発生した場合、 

排水管の損傷等の確認ができるまでは、下層階における漏水等 

の被害を避けるため、排水制限を行うものとします。 

 

 

2 排水制限実施時のトイレ 

□ マンホールトイレ又は仮設トイレを使用します。 

□ 各住戸で備蓄している簡易トイレ（凝固剤）を使用します。 

 

 

3 ゴミの搬出 

□ 市のゴミの収集がストップした場合、ゴミ（普通ごみ・ト 

イレごみ）は、各住戸で保管します。 

□ マンション敷地内にごみの種類別の保管場所を確保し、居住者に周知します。 

□ 固化し尿は、草津市災害廃棄物処理計画に基づき、拠点回収により回収されるため、指定され

た場所に搬出します。 
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🏢 
 

建物・設備確認 

 

 このマンションは、○年○月に建築されたものであり、大地震発生時に直ちに倒壊する可能性は

低いと考えられます。 

 しかし、マンションの構造に大きな被害がなくても、 

建物の一部や設備等に被害が生じる可能性があります。 

 設備班において、マンションの被害状況や設備の作動 

状況を確認しましょう。必要に応じて、使用禁止等の措 

置を行います。 

 

 

１ 建物・設備の確認 

  建物・設備チェックリストに基づき、建物・設備を 

目視等により確認します。 

 

２ 災害対策本部に報告 

  建物・設備の確認結果を災害対策本部に報告します。 

 

３ 使用禁止・立ち入り禁止の措置 

  二次災害等を防止するため、貼紙やロープ等で使用 

禁止や立ち入り禁止の措置を行います。 

 

４ 修理依頼 

  関連業者に応急復旧を依頼するとともに、復旧見通し 

を災害対策本部に報告します。 
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建物・設備チェックリスト（発生直後から１日目） 

№ チェック個所 チェック内容 チェック欄 備考 

1 

屋根・屋上 

屋根の異常   

2 屋上床面の異常   

3 高架水槽の傾斜・漏水等の異常   

4 ＴＶアンテナ設備の傾斜などの異常   

5 避雷針設備等の傾斜などの異常   

6 屋上エレベーター機械室の異常   

7 その他   

8 

建物外部 

外壁の亀裂・破損・脱落等   

9 屋外階段の異常   

10 バルコニーの亀裂・欠損・剥落   

11 塀・フェンス・棚・植木等の損壊   

12 ゴミ置き場の異常   

13 その他   

14 

建物内部 

室内壁の亀裂・欠損・剝落   

15 玄関ホール・自動ドアの異常   

16 通路・廊下の異常   

17 階段の異常   

18 管理人室の異常   

19 集会室等の共用スペースの異常   

20 その他   

21 

エレベーター 

エレベーターの停止   

22 エレベーター籠の異常   

23 エレベーター扉の異常   

24 その他   

25 

建具 

住戸玄関扉の変形・開閉異常   

26 窓ガラスの破損   

27 その他   

28 

給排水設備 

漏水等の異常   

29 給排水管の破裂等の異常   

30 給排水管・マンホールの陥没等の異常   

31 その他   
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32 
電気設備 

変電設備の異常   

33 その他   

34 

消防・防災設備 

自動火災報知設備の異常   

35 屋内消火栓設備の異常   

36 誘導灯の異常   

37 非常警報設備の異常   

38 避難器具の異常   

39 防火扉の変形等の異常   

40 その他   

41 

電話設備 

電話設備の異常   

42 インターホン設備の異常   

43 オートロックシステムの異常   

44 その他   

45 

その他 

郵便受け・宅配ロッカーの異常   

46 機械式駐車場の異常   

47 自転車ラックの異常   

48 その他   

 

 

 

○ 添付資料 

 ・各階平面図（避難経路、一次集合場所、消防・防災設備等） 

 ・立面図（4方向） 
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🚾 × 

情報収集・周知活動 

 

 マンション内の情報及び行政情報を直接又は各班から収集し、居住者へ情報を周知し、共有する

ものとします。 

 

１ マンションの情報 

 安否確認情報 

マンション居住者の安否確認及び要援護者の支援を最優 

先するとともに、その際に、把握した情報を集約します。 

 

 エレベーター使用禁止情報 

大地震発生後の閉じ込め等を防止するため、 

エレベーターの使用禁止・復旧等を居住者 

に周知します。 

 

 排水禁止情報 

トイレ、台所、洗面所、浴室等からの排水禁止・復旧等 

の情報を居住者に周知します。 

 

 ごみ出し禁止情報 

市のゴミの収集がストップした場合におけるゴミ出し禁 

止・復旧情報を居住者に周知します。 

また、使用済みの簡易トイレ（固化し尿）の搬出時期・ 

場所等の情報を居住者に周知します。 

 

 給水・断水情報 

マンションの受水槽及び市の給水車等からの給水情報を 

居住者に周知します。 

 

 建物・設備被害情報 

   建物・設備の被害情報及び立入禁止情報を居住者に周知 

し、二次災害を防止します。 
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２ 行政情報の収集 

  最寄りのまちづくりセンター、広域避難所等に連絡し、各種情報を収集するとともに、マンシ

ョン内の被害状況等を伝達します。なお、電話回線等が遮断されているときは、直接、出向きま

す。 

 

３ 各種情報の周知方法 

  各種情報は、次の方法で居住者に周知します。 

 □ 掲示板に貼付 

 □ 回覧板 

 □ 放送設備 

 □ 戸別訪問 

 □ その他（           ） 

 

４ その他 

  各居住者、家庭においても、次の方法で正しい情報入手に努めましょう。 
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ｔ-ｋｕｓａｔｓｕ＠ｓｇ-ｐ.ｊｐ 

災害情報の入手方法 
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様式集 

 

備蓄品リスト（自主防災組織） 

№ 品名 数量 備蓄した日 有効期限 備考 

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

入居者・災害時要援護者台帳 

№ 部屋番号 世帯主氏名 家族氏名 続柄 援護の要否 状態 

       

       

       

       

       

 

 

 

 

専門技術者等登録台帳 

№ 部屋番号 技術者氏名 内容 備考 
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○○マンション 

安否確認シート 
                       月  日  時  分現在 

階 

 

 

   

号室 氏名               家族の人数     人 

 

 

 

安否の状況 
家族全員無事です 

 

家族にけが人がいます 

（   ）人 

家族の安否を確認中です 

（   ）人 

 右記へ避難 

します 

避難場所 

（広域避難所・親戚宅・知人宅・その他（   ）） 

 

連絡先 

電話 

 

携帯 

 

要望事項 

□けが人 □病人がいます。病院に搬送してください。 

□高齢者 □障害者 □乳幼児 □妊産婦 □難病患者 □外国人等高齢者等

（  ）人を安全なところに避難させてください。 

□飲料水 □食料が不足しています。 

□簡易トイレが不足しています。 

□その他 

・ 

・ 

・ 

そ の 他 
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安否確認集計表 

階数 部屋番号 氏 名 
家族 

人数 
安否状況 けが人・病人 備考 

    

全員無事 

確 認 中 

（  ）人 

  

    

全員無事 

確 認 中 

（  ）人 

  

    

全員無事 

確 認 中 

（  ）人 

  

    

全員無事 

確 認 中 

（  ）人 

  

    

全員無事 

確 認 中 

（  ）人 

  

    

全員無事 

確 認 中 

（  ）人 

  

    

全員無事 

確 認 中 

（  ）人 

  

    

全員無事 

確 認 中 

（  ）人 

  

    

全員無事 

確 認 中 

（  ）人 

  

    

全員無事 

確 認 中 

（  ）人 
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（     ）号室の方へ 

 
 

  月  日   時  分 

 

連絡をお願いします！ 
帰宅後、速やかにマンションの災害対策本部

（○階集会室）又は下記にご連絡ください。 

 

 

○号室 ○○ ○○ 

○号室 ○○ ○○ 

 

 
○○マンション災害対策本部 
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🚾 × 

重要なお知らせ 
 

 

 

トイレ、台所、浴室、洗面所等の 

排水禁止 
１ 地震の影響で排水管が損傷している恐れがありますので、 

排水しないでください。 

２ 確認ができ次第、皆さまにご連絡いたしますのでご協力を 

お願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○マンション災害対策本部 
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重要なお知らせ 
 

 

 

ごみ出し 

禁止 
 

１ 地震の影響でごみの収集が停止しています。ごみの収集が 

再開されるまで各住戸で保管してください。 

２ ごみの収集が再開され次第、皆さまにご連絡いたしますので 

ご協力をお願いします。 

 

ごみ収集再開予定   月   日頃 

 

 

○○マンション災害対策本部 
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🚷 
 

 

 
 

 

 

 

立入禁止 
 

１ 危険です。近寄らないでください。 

２ ○月○日頃に復旧予定です。復旧次第、みなさまにご連絡 

いたしますのでご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○マンション災害対策本部 
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🏢マンション防災台帳 ［○㍇名称                      ］ 
 

所 在 地 
 

 
学  区 

 

建物構造 ＲＣ・Ｓ・ＳＲＣ 建築年月 Ｓ・Ｈ・Ｒ  年  月 

階  数 地上（  ）階、地下（  ）階 住 戸 数 （   ）戸、うち賃貸（  ）戸 

用途形態 ファミリー向け・複合用途型・高齢者向け・ワンルーム型・リゾート型 

所有形態 分譲・賃貸 購入形態 自家消費用（居住用）・投資用 

ＥＶ 有（  ）基 ・ 無 

地震時等管制運転装置  有 ・ 無    非常電源  有 ・ 無 

非常用ＥＶ 有 ・ 無 ＥＶメーカー  

緊急救助用

スペース 
有 ・ 無 管理員室 有 ・ 無 

オートロック 有 ・ 無 耐震ドア 有 ・ 無 

給水方式 受水槽・直結・畜圧タンク 受水槽 

階数・容量 

浸水対策 

断水時給水 

階数：     

容量： 

浸水対策： 済 ・ 未 

断水時給水： 可 ・ 不可 

電気設備 
階数： 

浸水対策： 済 ・ 未 

非常電源 
有（連続   時間供給）・無 

浸水対策： 済 ・ 未 

非常電源 

供給設備 

ＥＶ・給水ポンプ・共用部分 

その他（         ） 

給湯方式 都市ガス・プロパン・電化 排水方式 公共下水・浄化槽 

駐車場 自走式 ・ 機械式 ・ 無 駐車台数      台 

共用室等 
エントランス・ロビー・共用廊下・集会室・ＥＶホール・駐車場・駐輪場 

その他（                               ） 

消 防 用 

設 備 等 

消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、移動式粉末消火設備 

非常警報設備、自動火災報知設備（         ） 

避難器具（       ）、誘導灯 

連結送水管、非常コンセント設備、消防用水 

その他（                               ） 

 

防火管理者 選任届出済み（    ）・未 消防計画 作成届出済み・未 

管理形態 自主 ・ 委託 

管理会社                         ☎ 
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管理員等 24時間常駐・日中のみ（        ）・清掃巡回時のみ・いない 

管理員不在

時の対応 

機械警備・その他（             ）・特になし 

警備会社（                   ☎           ） 

防災計画 

(マニュアル)  
有 ・ 無 

自主防災 

組  織 

有 ・ 無 

男（  ）人・女（  ）人 

防災活動の

実施状況 

 

 

 

 

 

防災資機材 

備 蓄 品 

管理組合・町内会・自主防災組織で備えているもの 

 

 

 

 

管理組合 

・役員人数（  ）人 ・任期（  ）年 ・選出方法（輪番・立候補・その他    ） 

・理事会開催 月１回・その他（          ） 

・総会開催  年１回・その他（          ） 

町 内 会 
マンション町内会・（     ）町内会に加入・加入していない 

・役員人数（  ）人 ・任期（  ）年 ・選出方法（輪番・立候補・その他    ） 

行  事 

コミュニティの強化に繋がる行事 

 

 

 

 

 

特記事項 

 

 

 

 

 

 

連 絡 先  
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１号消火栓 
 

①ポンプ起動 

②ホース延長 

③バルブ開放・放水 

易操作性１号消火栓 
2号消火栓 
 

①バルブ開放 

②ホース延長 

③放水 

マンションの消防・防災設備 

 

消火設備 

 消火器は、共用通路等に設置しています。日頃から消火器の設置 

 場所を把握しておきましょう。 

 訓練等で消火器の使い方を習得しておきましょう。 

 各家庭でも住戸内に消火器を備えておきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 この消火栓は、□2人 □1人で操作します。 

 消火栓の扉を開けると、操作方法を記したシールが貼っていま

すので、この手順にそって、操作してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☑ 消   火   器 

□ 屋内消火栓設備 

消火器の使い方 

①消火器を運ぶ ②黄色の安全ピンを引き抜く ③ホースを外し、ホー

スの先端をもって火元に向ける。 ④レバーを握って放射する。 
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 火災を感知すると、自動で水が出て、消火します。 

 消火後又は誤作動の場合、手動で制御弁を操作して水を止める

必要がありますので、制御弁の位置も確認しておきましょう。 

制御弁：スプリンクラー作動後、放水を止める弁。 

 

 

 

 

 

 

 

 移動式粉末消火設備は、駐車場に設置しています。 

 操作方法を訓練等で習得しておきましょう。 

   操作方法 

 １ 加圧用ガスボンベバルブを全開する。 

 ２ 放出弁を全開する。 

 ３ ホースをのばし、ノズルレバーを全開する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

警報設備 

 

 住戸内で火災が発生すると、住戸内の受信機と個別呼出機（イン

ターホン）から火災発生を知らせます。 

 建築年及び規模等により、いろいろな自動火災報知設備があり

ますのであらかじめ確認しておきましょう。 

 

 

 

 

□ スプリンクラー設備 

□ 移動式粉末消火設備 

□ 自動火災報知設備 
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□ 非常警報設備  このマンションの非常警報設備は、□非常ベル □放送設備で 

   す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難設備 

 避難ハッチの上には物を置かないようにしましょう。 

 避難器具は、避難の最終手段です。できるだけ、階段を利用しま 

   しょう。 

               

               

               

               

               

 

 

 誘導灯の点灯時間は、停電後約20分です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 上記のほか、避難設備には緩降機、救助袋等があります・ 

 

 

□ 避難はしご（ハッチ式） 

□ 誘   導   灯 
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□ 防 火 水 槽 

消防用水 

 消防車が写真の○印の採水口に接続し、吸水し、放水します。 

 消火活動上の支障となるため、この付近には駐車しないように

しましょう。 

 

 

 

 

 

 

消火活動上必要な施設 

 消防隊が使用するものです。 

 居住者の皆さんがホースを接続し、バルブを開閉しても水は出

ません。 

 周囲に物を置かないようにしましょう。 

 

 

 

 

 

 消防隊が使用するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

※ 上記のほか、排煙設備、連結散水設備、無線通信補助設備があります。 

 

 

 

 

 

 

□ 非常コンセント設備 

□ 連 結 送 水 管 
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□ 緊急救助用スペース 

その他 

 避難階段には、避難の際に支障となる物品を置かないようにし

ましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 隔壁板付近には物品等を置かないようにしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 非常用エレベーターは、消防隊が使用します。 

 他のエレベーターと同様に、地震のときには使用しないでくだ

さい。 

  

 

 

 

 

 

 緊急救助用スペースは、災害活動に際し、ヘリコプターがホバ

リングにより救助活動等を行える要件を備えた屋上スペースで

す。 

 

 

 

 

□ 非常用エレベーター 

□ バルコニー避難用隔壁板 

□ 避 難 階 段 
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□ 集  会  室 

 この受水槽の容量は、○○ℓです。 

 浸水対策を施しています。 

 緊急遮断弁がついています。 

 断水時、手動で給水が可能です。 

 

 

 

 

 

 

  想定水位を考慮して、電気設備の基礎を嵩上げし、浸水対策を

施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この自家発電設備は、72時間連続運転可能です。 

 停電時にエレベーター、給水ポンプ、共用部分の照明に供給し

ます。 

 毎週○曜日の○時からテスト運転をします。 

 想定水位を考慮して、基礎を嵩上げし、浸水対策を施していま

す。 

 

 

 

 高層階に居住する人の一時的な避難所及び応急救護所等として

活用します。 

 

 

 

 

□ 自家発電設備 

□ 電 気 設 備 

□ 受  水  槽 
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防災関係機関・専門業者 
 
防災関係機関 

機関・業者名 所在地 電話番号 備考 

草津市役所 

 危機管理課 

 河川課 

 まちづくり協働課 

草津市草津三丁目13番30号 077-563-1234 

077-561-2325 

077-561-2397 

077-561-2324 

 

西消防署 草津市上笠町477番地1 077-568-0119  

南消防署 草津市野路九丁目1番46号 077-564-4951  

草津警察署 草津市大路二丁目11番16号 077-563-0110  

 

専門業者 

管理会社 

 
   

エレベーター保守会社 

 
   

電気 

 
   

水道 

 
   

ガス 

 
   

電話 

 
   

各種設備 

 
   

○○ 

 
   

○○ 
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🏢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この「防災マニュアル」にご協力をいただいたマンション、団体 

 （順不同） 

1 アメニティ南草津Ⅱ     2 アメニティ南草津Ⅹルクセア 

3 エルティ           4 ザ・草津タワー 

5 ファミールハイツ草津     6 マーメイドシティ草津  

7 リベリー南草津        8 ローレルコート草津    

9 ローレルコート南草津    10 しがいち防災研究所 

 

 

 

発行 ： 草津市 総合政策部 危機管理課 
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